
議案第２１５号

   字の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規定による冷川土地改良事業共同施行についての換

地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を次のとおり変更する。

  平成２８年９月８日提出

静岡市長  田 辺 信 宏    

大字宮加三字冷川に編入する区域

  大字増字奥山田３９１番２、３９２番１、３９２番４、３９３番１から３９３番３まで及

びこれらの区域に隣接介在する水路等である国有地、公有地の全部、大字宮加三字小沢１０

３３番２の一部、１０３３番３から１０３３番８まで、１０４３番１から１０４３番４まで、

１０５３番、１０５４番１、１０５４番２、１０５４番３の１、１０５４番３の２、１０５

４番４、１０５４番５、１０５５番１から１０５５番３まで、１１１１番８、１１１１番９、

１１１２番７から１１１２番９まで

上記地番は、平成２８年６月６日現在の登記簿による。


